
- 49 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

担 当：教育委員会事務局 教育総務課 施設係 

ＴＥＬ：０７７－５６１－２４２６ 

 

 ＜直近の交付決定時期＞ 

・令和２年度（当初予算・一般）     令和２年６月１日 

・令和２年度（当初予算・一般）変更分  令和２年１１月２日 

  ・令和２年度（当初予算・強靭）     令和２年１１月２日 

・令和２年度（当初予算・一般）変更分  令和３年２月１日 

・令和２年度（当初予算・強靭）変更分  令和３年２月１日 

・令和２年度（３次補正予算・強靭）   令和３年３月１日 

・令和３年度（１次補正予算・一般）   令和４年２月１６日 

・令和３年度（１次補正予算・強靭）   令和４年２月１６日 

 

 

１ 確実な事業採択により、学習環境の改善および児童生徒の安全・安心の確保

の推進を図ることができる。 

２ 適切な時期に交付決定を受けることにより、円滑に事業を進めることができ

る。 

３ 補助単価の引き上げにより、学校設置者の負担を軽減することができる。  

事業実施による効果 

現状と課題（続き） 
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重点要望(継続) 

要望先：滋賀県教育委員会事務局 特別支援教育課、教職員課 

特別支援教育（インクルーシブ教育）の充実のため、次の３点について国へ

の働きかけを含め、特段の配意をお願いしたい。 

①特別支援教育コーディネーターの専任化 

②インクルーシブサポーターの増員および県基準の緩和 

③医療的ケアを実施するための「看護師配置の増員」と「人材確保のための 

体制整備」等補助制度の充実 

 

要望内容 

①本市における特別な支援が必要な児童生徒は、過去５年で１４０％にまで

増加しており、令和４年４月１１日現在、全児童生徒の３．７％であり、

今後も支援を必要とする児童生徒の割合は増加の傾向にあることは顕著で

ある。こうした児童生徒に、個に応じた教育を行うためには、専門的な知

識や経験や関係機関との連携、校内就学委員会やケース会議等の企画・運

営等が必要で、業務量が多く、他の業務と兼任する現状においては、十分

な支援をすることが困難であるため。 

 

②「地域で学ぶ」支援体制強化事業であるインクルーシブサポーターと医療

的ケア支援スタッフ配置については、配置基準に満たない学校にも支援対

象児童生徒が在籍しており、未配置のために手厚い支援ができない状況に

ある。 

 

③看護師は児童生徒の健康維持や安全確保において非常に重要な役割を担っ

ているとともに、医療的ケアが必要な児童が義務教育を受けるために欠か

せない人員である。毎日安全・安心に登校できるために任用の安定が求め

られる。 

要望の理由 

特別支援教育の充実のための人的配置および「地域で

学ぶ」支援体制強化事業補助金について 

【国への要望、県への要望】 
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担 当：教育委員会事務局 児童生徒支援課 児童生徒支援係 

ＴＥＬ：０７７－５６１－２４３７ 

【現状】 

・特別支援学校への就学要件を満たす児童生徒のための配置校 

  １３校 ２２名在籍 

・インクルーシブ教育推進スタッフと児童数 

  ６校に配置 ９名 

・医療的ケア支援スタッフ 

  ７校に配置 ７名 

【課題】 

 ・実際には、配置校以外にも支援を必要としている児童生徒は在籍してお

り、１学級に２名以上という条件かつ当該特別支援学級に児童生徒４名

以上在籍の学校にのみ配置されているが、より手厚い支援が求められて

いる。県の基準を緩和し、さらなる配置を行う必要がある。 

 ・看護師についても、今後対象児童生徒は増加の見込みであるため、さら

なる増員配置と補助制度の拡充、人材確保のための体制整備が不可欠で

ある。 

・補助金について、市からの申請内容を事前に調査をしているにもかかわ

らず反映された配置になっていないため、今年度のように予算と比較し

大幅に減額してしまうことにより、インクルーシブ教育推進スタッフの

従事時間の調整（時間短縮）が必要となり適切な配置ができなくなる。 

現状と課題 

 

・特別支援教育コーディネーターの専任化により、校内就学委員会やケース

会議等に適切な支援が図られるため、個に応じた教育が一層進む。 

・インクルーシブサポーターにより、個別の障害の状況を的確に把握し発達

段階に即した支援を充実させることで、障害の有無に関わらずともに学ぶ

共生社会を目指す学校作りを行うことができる。 

・看護師を配置いただくことで、医療的ケアを必要とする児童生徒および保

護者が安心して学校生活を送ることができる。また、担任や、全教職員が

看護師と連携を図りながら健康状況を確認し、適切な指導を行うことがで

きる。 

・インクルーシブサポーター、看護師が手厚く配置されることで、支援の対

象となる児童生徒の就学先として、保護者・児童生徒が安心して地域の小

中学校を選択することができるとともに、適切な就学指導を行うことがで

きる。 

事業実施による効果 
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担 当：教育委員会事務局 学校教育課 教職員係 

ＴＥＬ：０７７－５６１－２４３６ 

重点要望(継続) 

要望先：滋賀県教育委員会事務局 教職員課 

小中学校の臨時講師、非常勤講師の人材確保と紹介に

ついて【県への要望】 

小中学校の臨時講師、非常勤講師ができる人材を県で確保していただくとと

もに、学校の要望に応じて紹介していただくシステムの構築や、学校現場に適

した人材の紹介についても、特段の配意をお願いしたい。 

要望内容 

学校現場では、業務の多忙化や解決困難な課題対応に疲弊し、精神疾患に

なり、特別休暇や休職を取得する教員が増加するとともに、最長３年となっ

た産・育休の取得者も増加している。また、児童生徒のきめ細かい支援のた

め様々な加配教員の配置に併せ、非常勤講師の確保も必要である。県の講師

登録者に依頼しても、既に他校で勤務している等の理由からほとんど承諾し

てもらえず、講師人材の確保に多くの時間や労力を費やしている。 

さらに、これまで教科の特性から特に中学校の講師の確保に多大な労苦を

費やしてきたが、近年は小学校の講師まで確保することが容易ではなくなっ

てきており、県教育委員会からさまざまな加配の措置をいただきながら、実

際のところ、人が「いない」という現状から、加配制度の活用のための人材

確保に苦慮する状況が生じている。 

候補者の職務能力の把握が難しいため、雇用契約を結んだ後、十分な指導

力がないことや、学校現場に適さないことが明らかになる場合もあることか

ら、適正な人材の確保を図っていただきたい。 

現状と課題 

・学校が必要な時に、講師を確保することが可能になる。 

・講師を探すために使っていた時間と労力を他の業務に充当したり、業務の

削減を図ったりできる。 

・職務能力が不十分な講師を雇用するリスクがなくなる。 

事業実施による効果 



- 53 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点要望(継続) 

要望先：滋賀県教育委員会事務局 特別支援教育課 

 幼小中教育課 

「切れ目ない支援体制整備充実事業」における看護師

配置にかかる補助率の拡充および「病児保育事業」 

「障害児保育支援事業」の幼稚園に対する適用拡大に

ついて【国への要望】【県への要望】 

①幼稚園（幼稚園型認定こども園）における、医療的ケア児の受け入れ体制の

整備にあたり、「切れ目ない支援体制整備充実事業」（文部科学省）の看護

師配置に係る補助率について、「医療的ケア児保育支援事業」（厚生労働省）

と同様の支援となるよう、国に働きかけていただきたく、特段の配意をお願

いしたい。 

②幼稚園（幼稚園型認定こども園）において、子どもが病気の際に、保護者が

自宅での保育が困難な場合でも病気の児童を一時的に預かることで安心し

て子育てができる体制整備のため、補助金等の支援体制を創設するよう、国

に働きかけていただきたく、特段の配意をお願いしたい。 

③幼稚園（幼稚園型認定こども園）において、障害児保育の推進に係る体制整

備のため、自治振興交付金に係る障害児保育支援事業を幼稚園（幼稚園型認

定こども園）へ拡充するよう、特段の配意をお願いしたい。 

要望内容 

【現状と課題①】 

＜現状＞ 

 文部科学省「切れ目ない支援体制整備充実事業」の補助率（国：３分の１）

と厚生労働省「医療的ケア児保育支援事業」の補助率（国：２分の１）が異

なっており、同じ医療的ケア児の受け入れ支援策に差が生じている。 

医療的ケア児への支援については、法制化されたこともあり、国として統一

した支援体制を検討いただきたい。 

 

＜課題＞ 

 医療的ケア児受け入れが円滑に行えるよう、保育所（保育所・幼保連携型認

定こども園）と同様の補助率とする必要がある。 

現状と課題 
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担 当：子ども未来部 幼児課 指導研修係 

ＴＥＬ：０７７－５６１－６８７８ 

①幼稚園および幼稚園型認定こども園において、看護師確保のための環境を

整えることで、教育・保育を保障することができ、保護者への就労支援に

もつながる。 

②病気の児童を一時的に預かることにより、安心した子育て環境を整備する

ことができる。 

③幼稚園および幼稚園型認定こども園における保育士確保のための環境を整

えることで、児童一人ひとりに対して、家庭や関係機関と連携した支援を

行うための体制を整備することができる。 

事業実施による効果 

【現状と課題②】 

＜現状＞ 

本市では、安心して保育ができ、保護者への子育て支援が充実するよう、

保育所や幼保連携型認定こども園と同様に、幼稚園型認定こども園におい

て、保育中に体調不良となった子どもに対して対応できる看護師を市の単

費で配置しているが、体制整備に係る予算面等の課題が大きい。 

 

＜課題＞ 

保育所（保育所・幼保連携型認定こども園）と同様に、安心かつ安全な体

制を確保するため、体制整備の構築や補助金制度の創設が必要である。 

 

【現状と課題③】 

＜現状＞ 

保育所（保育所・幼保連携型認定こども園）では、人件費の補助制度を活

用した人材確保に努めているが、幼稚園（幼稚園型認定こども園）では、

補助制度がなく、体制整備に係る予算面等の課題が大きい。 

 

＜課題＞ 

保育所と同様に、安定した保育士の配置ができるよう、補助金制度の拡充

が必要である。 

現状と課題（続き） 



- 55 - 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良好な治安を維持し、安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、犯

罪認知件数の多い地域における交番の増設・防犯ボックスの設置およびこれに

対応した草津警察署への警察官の増員について、国への働きかけを含め、特段

の配意をお願いしたい。 

また、山田交番についても交番施設が山田駐在所であったものを引き継いで

おり、手狭となっていることから、地域の地区計画の取り組みを踏まえ、生活

拠点地区内への移設について、特段の配意をお願いしたい。 

重点要望(継続) 

要望先：滋賀県警察本部 警務部 

要望内容 

 

 草津市では、平成１６年以降、犯罪率が県内都市部でワースト１の状況が続

いているとともに、草津署管内においては、刑法犯認知件数の多い南草津駅交

番や野村交番等を抱えている。こうした状況の中、現状としては、大型商業店

舗や駅周辺などを中心に自転車盗や万引き等の犯罪が依然として多く発生して

いる。また、子どもや女性に対する犯罪の前兆事案の発生件数は令和２年度か

ら令和３年度にかけて約２倍に増加している。 

 これらの犯罪を未然に防止するため、市民は自主的な防犯団体を組織してパ

トロール等を、また市や草津警察署では巡回啓発や街頭啓発等を、それぞれの

立場で成し得る防犯活動を協働しながら進めている。さらに、市では学区や町

内会等への防犯カメラ設置補助事業に加え、令和４、５年度に新たに防犯カメ

ラを約３５０台設置し、独自の防犯対策を強化する。 

 こうした地域の取り組みに対し、国においても良好な治安を維持し、安全で

安心して暮らせる地域社会を実現するため、警察官定員増員にかかる警察法施

行令の改正、ならびに、滋賀県においても、さらなる滋賀県警察の警察官の大

幅な増員と、特に南草津エリアをはじめとする交番の増設などの抜本的な体制

強化が必要と考える。 

また、防犯ボックスについては、駅前等、地域の防犯の拠点となるよう設置

され、警察官ＯＢや住民の方々、さらには、滋賀県警察本部と連携を図ること

で、防犯対策が進められるものであるが、早期の交番設置が困難な場合の代替

措置として早急に設置する必要がある。 

 

現状と課題 

 

交番の増設等、防犯ボックスの設置および警察官の増

員について【県への要望】 
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１ 良好な治安の維持・安全で安心して暮らせる地域社会の実現 

２ 県民・市民の安心感の向上 

事業実施による効果 

担 当：総合政策部 危機管理課 危機管理係 

ＴＥＬ：０７７－５６１－２３２５ 

 なお、山田交番についても交番施設が山田駐在所であったものを引き継いで

おり、手狭となっていることから、地域の地区計画の取り組みを踏まえ、生活

拠点地区内への移設が必要である。 

現状と課題（続き） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 般 要 望 
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担 当：教育委員会事務局 歴史文化財課 歴史文化財係 

ＴＥＬ：０７７－５６１－２４２９ 

一般要望(継続) 

要望先：滋賀県文化スポーツ部 文化財保護課 

登録有形文化財建造物保存修理の国の補助制度の拡充

について【国への要望】 

登録有形文化財建造物の保存と活用を図るための国の補助制度について、

個人所有者が行う保存修理工事が補助対象となるよう国に働きかけていただ

きたく、特段の配意をお願いしたい。 

 

要望内容 

・本市の登録有形文化財建造物には、所有者の経済的事情により保存修理がで

きないものがあり、このままの状態が続くと当該文化財のき損等が進む恐れ

がある。 

・登録有形文化財建造物に関する補助制度には、「登録有形文化財建造物修理

等事業費国庫補助要項」（令和２年７月２日改正）があるが、保存修理工事

に係る設計監理費、公開活用に資する設備や案内設備・情報機器の整備が補

助対象であり、所有者が望む建造物の保存修理に関する工事費は対象外とな

っている。 

・登録有形文化財建造物を保存継承し、地域の歴史資源として有効活用を図る

ためにも、当該文化財の保存修理に対する個人所有者の負担軽減に向けた補

助制度の拡充が必要である。 

現状と課題 

・補助内容が保存修理工事にまで拡充されることで、個人所有者の修理費の負

担軽減を図ることができ、登録有形文化財建造物の適切な保存継承および地

域の歴史資源としての有効活用を図ることができる。 

事業実施による効果 
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担 当：健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係 

ＴＥＬ：０７７－５６１－２３６６ 

一般要望(継続) 

要望先：滋賀県健康医療福祉部 医療保険課 

国民健康保険制度の円滑な運営に係る財政支援につい

て【国への要望、県への要望】 

国民健康保険の財政基盤の安定と被保険者の負担の抑制を図るための一層

の財政支援について国に働きかけていただきたく、特段の配意をお願いした

い。 

また、県で進めている保険料水準の統一に向けた取組においては、県とし

ても被保険者負担の軽減に向けた対策を講じられたい。なお、県においては、

昨年度に「保険料水準の統一に向けたロードマップ」案を提示されたが、ロ

ードマップ案にとらわれることなく県内市町と十分な議論を行っていただく

とともに、保険料水準の統一の際には、市民への周知や激変緩和の期間も考

慮するよう特段の配意をお願いしたい。 

要望内容 

国民健康保険財政の都道府県単位化により財政基盤の安定化が一定図られた

ものの、高齢・低所得の被保険者が多い国民健康保険の構造的な問題による脆

弱な財政基盤の問題は解消されていないのが現状である。 

また、新型コロナウイルス感染症による雇用情勢への不安や生活必需品の価

格上昇など、社会経済情勢の悪化が懸念される中で、被保険者においては、保

険料の負担感は増加していると考える。 

このことから、国民健康保険の構造的な問題や現状の社会経済情勢に鑑み、

国保財政に対する財政支援の充実が必要である。 

また、県で進めている保険料水準の統一に向けた取組においては、保険料が

増加する場合の被保険者への説明は困難であると考えることから、昨年度に県

が示した「保険料水準の統一に向けたロードマップ」案を目安としつつ、これ

までと同様に、県内市町と十分な議論を行ったうえで実施する必要がある。 

現状と課題 

 

国民健康保険財政の安定および高齢・低所得者が多くを占める国民健康保

険被保険者の負担の抑制を図ることができる。 

事業実施による効果 
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担 当：健康福祉部 保険年金課 福祉高齢者医療係 

ＴＥＬ：０７７－５６１－６９７５ 

一般要望(継続) 

要望先：滋賀県健康医療福祉部 障害福祉課 

精神障害者に対する医療費助成制度について 

【県への要望】 

精神障害者に対する医療費助成制度について、心身障害者に対する助成制

度と同様に、広く保険適用医療費の一部負担金を助成対象とする制度を構築

していただきたく、特段の配意をお願いしたい。 

要望内容 

 

現在、県として実施されている精神障害者精神科通院医療費助成制度では、

精神障害者に対する医療費の助成対象は自立支援医療費（精神通院医療）の自

己負担分のみとなっているが、精神障害者の方の中には就労ができず、経済面

で生活に苦しむ方も多くおられることから、広く保険適用医療費を助成対象と

する制度を構築し、経済的負担の軽減を図る必要がある。 

こうした障害者への医療に関する経済的負担の軽減は、住む地域や場所に関

わらず図られるべきであり、心身障害者（児）福祉医療助成制度と同様に、県

主導による助成制度の構築を要望する。 

現状と課題 

精神障害者の保健の増進および経済的負担の軽減を図ることができる。 

事業実施による効果 
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担 当：健康福祉部 保険年金課 福祉高齢者医療係 

ＴＥＬ：０７７－５６１－６９７５ 

一般要望(継続) 

要望先：滋賀県健康医療福祉部 家庭支援推進室 

子どもの医療費に係る助成制度の拡充について 

【県への要望】 

健康しがを実践していくためにも県下で統一された制度のもと、県と市町

が一体となって、より一層安心して子どもを産み育てられる環境を整備して

いくため、県において小学校就学後の子ども医療助成制度を創設していただ

きたく、特段の配意をお願いしたい。 

要望内容 

現在、県においては、小学校就学前の子どもを対象に保険適用医療に係る費

用の一部負担金を助成する制度を設けていただいているが、少子化の進行や、

安心して子どもを産み育てることができる環境整備の重要性を考慮し、本市を

はじめ、県内の全市町において、小学校就学後の子どもに対しても医療費助成

を行っているところである。 

社会情勢の悪化などにより、出生数が大きく減少している現在、少子化対策

として、４割近くの都道府県において、すでに小学校就学後の医療費助成制度

を創設されており、県としても子どもに対する医療費助成制度について、検討

のうえ、創設いただきたい。 

 

現状と課題 

 

県全体として安心して子どもを産み育てることができる環境の整備を図る

ことにより、少子化の進行に対するより強い対策になる。 

事業実施による効果 
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一般要望(継続) 

要望先：滋賀県健康医療福祉部 子ども・青少年局 

児童家庭相談業務体制の充実について 

【県への要望】 

市の相談体制を充実させ、虐待事案へ積極的かつ適切に対応するには、専門

機関である児童相談所による助言、援助要請等の支援が重要である。 

そのためにも、管轄地域の人口や要保護児童対応ケース数の規模に応じた、

経験豊富な職員配置をしていただきたく、特段の配意をお願いしたい。 

要望内容 

今年度、草津市域を管轄する中央子ども家庭相談センターでは、担当職員を

１名増員し、虐待対応係２名、相談係２名の合計４名を配置いただいたが、令

和２年度中の草津市の虐待相談件数は当該センターの管轄市中、最も多い１，

３９６件であり、他市相談件数と７００件以上の差がある。 

草津市は人口規模・相談件数とも多く、かつ困難ケースや子どもの安全確認

について緊急対応を要するケースが増加しており、専門機関による迅速かつ適

切な助言、援助要請等の支援が必要である。 

 

現状と課題 

草津市の人口や要保護児童対応ケース数の規模に応じた職員配置により、緊

急を要するケースへの迅速かつ適切な対応を可能とし、子どもの安全確保を図

ることができる。 

事業実施による効果 

担 当：子ども未来部 家庭児童相談室 

ＴＥＬ：０７７－５６１－２３７３ 


